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近
世
都
市
に
恥
け
る
家
屋
と
土
地

1

1
大
坂
を
中
心
に
！
｜

脇

田

修

近
世
都
市
に
お
け
る
家
屋
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
で
き
る
が
、
と
く
に
町
人
の
資
格
と
家
屋
所
持
が
関
係
を
も

っ
と
こ
ろ
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。
土
地
は
領
主
の
押
さ
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
と
く
に
都
市
域
内
は
、
領
主
の
政
治
・
経
済
・
軍
事

的
必
要
か
ら
、
土
地
を
自
由
に
し
う
る
原
理
を
貫
ぬ
い
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
町
人
は
家
屋
所
持
に
よ
っ
て
土
地
を
屋
敷
地
と
し
て
用

益
す
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
近
世
前
期
の
大
坂
に
お
け
る
家
屋
と
土
地
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い

て
、
い
く
つ
か
の
論
点
を
と
り
あ
げ
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

都
市
の
建
設
と
土
地

都
市
に
お
い
て
は
、
近
世
権
力
は
、
基
本
的
に
一
元
的
な
支
配
を
実
現
し
た
。
た
と
え
ば
京
都
の
よ
う
に
中
世
以
来
の
土
地
所
有
関

係
が
存
在
し
、
複
雑
な
権
利
が
錯
綜
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
豊
臣
政
権
は
武
家
・
公
家
・
寺
社
な
ど
の
領
有
関
係
を
調
査
し
た
上

1 

で
、
洛
外
に
土
地
を
あ
た
え
て
整
理
を
し
、
港
中
で
は
豊
臣
政
権
の
意
志
が
土
地
使
用
に
貫
徹
す
る
よ
う
に
し
た
。
豪
楽
第
な
ど
の
造
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営
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
町
人
を
移
転
さ
せ
た
の
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
大
坂
に
は
石
山
本
願
寺
寺
内
町
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
そ

の
規
模
は
小
さ
く
、
や
は
り
豊
臣
家
城
下
町
と
し
て
建
設
さ
れ
、
徳
川
氏
が
継
承
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
、
こ
の
地
域
の
農
村
が

町
場
と
な
り
、
ま
た
城
下
町
が
成
立
し
て
の
ち
も
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
惣
構
の
工
事
の
さ
い
、
町
人
の
立
ち
退
き
が
命
ぜ
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
都
市
建
設
に
と
も
な
う
土
地
利
用
に
は
、
防
衛
な
ど
の
必
要
か
ら
、
明
ら
か
に
領
主
の
怒
意
が
貫
徹
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

さ
て
近
世
前
期
の
大
坂
三
津
寺
町
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
農
村
か
ら
町
場
へ
と
転
じ
た

地
域
で
あ
る
。
最
近
も
内
田
九
州
男
氏
や
伊
藤
毅
氏
が
三
津
寺
村
の
大
坂
町
場
化
・
内
部
構
成
や
町
割
な
ど
に
つ
い
て
す
ぐ
れ
た
分
析

を
お
こ
な
っ
て
お
ら
れ
い
引
戸
い
う
ま
で
も
な
く
初
期
に
は
こ
の
地
域
は
一
云
洋
寺
村
つ
ま
り
農
村
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
て
、
慶
長
十

四
年
・
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）

の
検
地
帳
（
一
二
三
号
・
一
二
四
号
）
も
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
元
和
六
年
に
は
町
場
に
編
入
さ
れ

C
二
七
号
）
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
町
場
化
に
つ
い
て
は
、
後
代
の

開
発
が
進
ん
で
お
り
、
同
年
に
は
「
一
二
津
寺
屋
敷
ノ
帳
」

史
料
で
あ
る
が
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
町
年
寄
勘
兵
衛
・
町
中
が
南
組
惣
年
寄
宛
に
出
し
た
文
書
（
七
号
）

ヂ
」
十
J
h

、

t
t
 

三
津
寺
町
と
申
候
ハ
、
古
し
へ
ハ
百
姓
－
一
而
御
座
候
、
然
所
此
四
拾
年
以
前
ニ
田
地
悉
ク
御
公
犠
様
江
被
召
上
、
町
屋
敷
ニ
罷
成

候
ニ
付
、
其
以
後
者
三
津
寺
町
と
申
候

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
村
か
ら
町
に
な
っ
た
時
の
こ
と
を
、
幕
府
に
団
地
を
召
し
上
げ
ら
れ
町
屋
敷
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の

「
召
上
」
と
い
う
表
現
は
、
元
の
所
持
者
で
あ
る
百
姓
が
、
そ
の
ま
ま
町
屋
敷
を
持
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
従
来
の
土
地
権
利
を

否
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
替
地
を
与
え
た
と
の
記
述
は
な
い
し
、
ま
た
建
設
の
進
む
大
坂
周
辺
で
替
地
を
与
え
る



の
は
困
難
で
あ
る
が
、
別
に
町
人
よ
り
旧
所
持
者
に
何
ら
か
の
金
銭
的
な
保
証
も
与
え
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

伊
藤
氏
の
研
究
に
も
あ
る
が
、
慶
長
十
四
年
の
検
地
帳
の
張
り
紙
の
記
載
や
元
和
六
年
十
一
月
「
三
津
寺
島
や
し
き
ニ
成
申
侯
帳
」

に
は
三
津
寺
村
の
土
地
が
ど
の
町
に
入
っ
た
か
を
記
し
て
い
る
（
表

I
Y

」
れ
は
一
二
町
九
反
八
畝
一
歩
・
総
高
一
六
九
石
八
斗
四

升
で
あ
る
の
で
、
慶
長
検
地
帳
の
面
積
九
町
二
反
六
畝
二
八
歩
・
高
一
一
二
石
六
斗
七
升
よ
り
多
い
。
こ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、

あ
る
い
は
伏
見
川
・
道
頓
堀
の
開
発
な
ど
で
、
早
く
か
ら
町
成
・
川
成
に
な
っ
た
土
地
を
も
含
め
て
慶
長
十
四
年
以
前
の
村
高
を
記
し

て
い
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
表
ー
に
よ
る
と
、
ゴ
一
津
寺
村
の
土
地
は
一
一
か
町
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
三
津
寺
町
は
総
高

近世都市における家屋と土地3 
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1. 1. 7. 20. 

1. 1. 2. 11. 

1. 1. 0. 27. 

1. 1. o. 18. 

6. 9. 28. 

5. 7. 00. 

8. 7.27. 

4.3.23. 

8. 2.26. 

1. o. 04. 

2. 9. 00. 

1. 1. 14. 

2.8.00. 

1. 8. 1. 10. 

7.0.14. 

1. 4. 7.17. 

2. 7. 02. 

面名

三津寺町

せきた町

もんめん町

西ノ鰻谷町

鰻谷片町

東ノ鰻谷町

道頓川うおや町

道頓 Jll裏町

勘四郎町

勘四郎町

かさり屋町

たどミや町

すおう様

道頓川

道頓刀i
ふしミ川

ょこJIIノうオって

町

の
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
三
津

169. 8. 4. 0. 

寺
村
の
百
姓
の
持
地
が
、

た
だ
ち
に
三
津
寺
町
に
な
ら

な
か
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
大
半
の
土
地
は
道
頓

川
裏
町
・
木
綿
町
な
ど
の
他
町
に
な
っ
て
い
る
。
慶
長

12. 9. 8. 01. 

十
四
年
検
地
帳
に
「
や
し
き
」
と
あ
る
の
は
三

O
筆
で

あ
る
が
、
う
ち
二
三
筆
が
「
一
ニ
津
寺
分
」
と
貼
紙
が
あ

る
の
で
、
三
津
寺
村
の
百
姓
居
住
地
を
中
心
に
三
津
寺

町
が
成
立
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
木

計

綿
町
な
ど
へ
の
編
入
が
見
ら
れ
る
し
、
ま
た
村
の
屋
敷

の
あ
り
方
か
ら
考
え
て
、
こ
の
屋
敷
地
が
そ
の
ま
ま
町

屋
敷
に
な
ら
な
か
っ
た
、

お
そ
ら
く
新
た
な
町
割
が
な
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さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

元
和
六
年
の
検
地
帳
の
屋
敷
所
持
者
と
周
年
の
屋
敷
ノ
帳
を
比
較
す
る
と
、
後
者
に
は
三
九
人
と
道
場
が
で
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

前
者
と
合
致
す
る
名
前
は
、
左
兵
衛
を
は
じ
め
約
一

O
名
で
あ
る
。
ま
た
検
地
帳
の
屋
敷
数
は
三

O
筆
で
、
三
津
寺
町
は
寺
を
含
む
家

持
四

O
軒
と
は
異
な
る
。
所
持
の
移
動
な
ど
誤
差
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
半
数
以
上
の
流
入
者
が
い
た
と
見
て
も
よ
い
。

の
ち

に
述
べ
る
四
郎
兵
衛
の
よ
う
に
道
頓
堀
に
住
ん
で
い
る
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
農
地
と
し
て
よ
り
、
町
屋
敷
と
し
て
の
方
が
、
資
産
価

値
が
高
く
な
る
と
は
思
う
が
、
農
業
か
ら
蕗
工
業
へ
の
転
換
も
難
し
い
し
、
こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

村
の
鎮
守
で
あ
っ
た
三
津
寺
八
幡
宮
の
状
況
は
、
町
立
に
と
も
な
う
問
題
を
示
し
て
く
れ
る
。
こ
の
八
幡
宮
は
、
町
立
の
さ
い
木
綿

町
の
町
内
に
入
っ
た
た
め
、

「
八
幡
宮
官
屋
敷
ニ
付
書
上
」

（
二
号
）

に
よ
れ
ば
、

「
申
ノ
年
之
九
月
β
宮
屋
敷
共
ニ
御
公
儀
様
ぷ
木

綿
町
之
内
へ
御
取
入
被
成
候
」
と
記
し
て
い
る
。
木
綿
町
へ
は
百
姓
屋
敷
も
入
っ
て
い
る
が
、

八
幡
宮
も
木
綿
町
に
編
入
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
寛
永
五
年
三
六
ニ
八
）
八
月
十
四
日
、
木
綿
町
よ
り
三
津
寺
町
へ
の
証
文
写
が
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は

八
幡
宮
之
御
屋
敷
、
新
木
綿
町
之
町
中
へ
御
公
儀
様
β
被
下
候
、
然
共
御
社
之
儀
三
津
寺
町
へ
進
之
申
候
、
屋
敷
之
儀
ハ
町
次
之

家
を
立
、
有
様
ニ
町
役
・
地
子
銀
之
事
者
不
及
申
、
町
中
な
ミ
に
可
有
之
通
ユ
申
定
、

八
年
以
来
御
地
子
銀
・
社
諸
役
之
儀
、
木

綿
町
，
h
b
取
替
置
申
、
代
銀
只
今
銀
子
百
舟
匁
請
取
相
済
申
候

と
し
て
い
る
。
木
綿
町
の
町
内
に
入
っ
た
八
幡
宮
を
、
三
津
寺
町
が
購
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
先
の
文
書
（
七
号
）
に
も
「
入

幡
宮
之
御
屋
敷
、
御
公
儀
様
ぷ
木
綿
町
へ
被
遺
候
ニ
付
、
売
屋
敷
一
一
罷
成
候
を
町
中
各
相
談
仕
、
此
三
拾
弐
年
以
前
一
一
町
中
と
仕
、
木

綿
町
之
手
前
ぷ
丁
銀
百
三
拾
匁
に
買
取
申
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
従
来
、
一
ニ
津
寺
村
の
も
の
で
あ
っ
た
宮
屋
敷
ま
で
、
他



町
へ
い
っ
た
た
め
、
改
め
て
購
入
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
述
べ
た
よ
う
に
、
三
津
寺
村
の
町
場
化
は
農
地
の
召
上
げ
、
新
た
な
町
割
り
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

家
屋
と
明
地

さ
て
都
市
で
は
家
屋
を
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
地
の
使
用
が
認
め
ら
れ
た
。
領
主
側
は
家
屋
の
建
設
に
よ
る
都
市
の
繁
栄
を
求

近世都市における家屋と土地

め
て
い
た
か
ら
、
土
地
だ
け
の
所
持
を
原
則
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
早
い
倒
で
は
、
西
国
街
道
に
沿
っ
た
山
城
国

乙
訓
郡
の
向
日
前
新
町
に
宛
て
た
天
正
二

O
年
三
五
九
二
〉
十
月
の
京
都
所
可
代
前
回
玄
以
定
劃
一
か
あ
る
。
そ
の
第
三
条
に

屋
敷
請
取
置
候
共
、
家
を
於
不
立
者
者
、
立
勝
に
可
相
渡
候
事

と
あ
る
。
朝
鮮
出
兵
の
た
め
街
道
の
整
備
を
す
す
め
て
い
た
豊
臣
政
権
は
、
宿
場
町
と
し
て
向
日
町
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で

も
寺
戸
村
・
鶏
冠
井
村
の
村
領
一
部
を
分
割
し
て
向
日
町
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
経
過
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
定
書
に
よ

れ
ば
、
町
の
発
展
の
た
め
、
こ
こ
で
は
「
屋
敷
」
す
な
わ
ち
屋
敷
地
を
受
け
取
っ
て
お
き
な
が
ら
、
家
を
建
て
な
い
で
空
地
に
し
て
お

い
た
さ
い
に
は
、
町
と
し
て
は
家
屋
を
建
て
た
者
に
屋
敷
地
を
渡
せ
と
命
じ
て
い
る
。
ま
た
大
山
崎
に
お
い
て
も
同
様
の
定
書
が
あ
っ

た
か
ら
、
空
地
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
原
則
は
、
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
も
受
け
継
が
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
明
確
な
史
料
は
な
く
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し

か
し
先
の
三
津
寺
町
で
は
、
次
の
よ
う
な
文
書
（
七

O
号
）
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
明
屋
敷
に
つ
い
て
は
寛
永
十
二
年
（
一

5 

六
三
五
〉
に
調
査
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
同
十
七
年
に
は
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一
亥
年
，
S
被
成
御
改
侯
明
屋
敷
、
当
年
迄
六
ヶ
年
之
間
家
立
不
申
候
故
、
屋
敷
被
召
上
候
犠
、
少
も
御
う
ら
ミ
と
不
存
侯
事

南
か
わ

一
表
口
四
問
、
裏
行
廿
間
之
所
、
当
年
・
5
御
地
子
銀
霜
月
切
ニ
急
度
指
上
ケ
可
申
候
、
若
如
在
仕
候
ハ
、
い
か
ゃ
う
ニ
も
被
仰
付
、

其
上
屋
敷
被
召
上
、
誰
ニ
成
共
可
被
遺
侯
、
其
時
一
言
之
儀
申
上
聞
敷
候
、
何
為
後
日
御
請
状
如
件

寛
永
十
七
年
辰
十
月
五
日

同
一
津
寺
町
家
主四

郎
兵
衛

年

寄
左

兵

衛

工
藤
六
郎
右
衛
門
股

南
か
わ五

間
五
郎
兵
衛 北

川
善
左
衛
門
殿
ま
い
る

南
か
わ四

間
四
郎
兵
衛

北
か
わ四

間
半
清
右
衛
門

北
か
わ

四
間
左
兵
衛

こ
の
文
書
の
家
主
四
郎
兵
衛
は
、
一
克
和
六
年
（
一
六
二

O
）
の
「
三
津
寺
町
屋
敷
ノ
帳
」
に
は
表
間
口
八
間
五
尺
余
の
家
を
持
ち
、

同
十
六
年
「
宗
旨
人
別
帳
」

（
一
六
六
号
）
に
も
で
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
「
此
仁
ハ
道
頓
堀
ニ
居
住
申
侯
」
と
あ
る
人
物
で
あ
る
。

さ
て
四
郎
兵
衛
は
工
藤
・
北
川
両
奉
行
に
対
し
て
、
亥
年
す
な
わ
ち
寛
永
一
一
一
年
に
改
め
が
な
さ
れ
た
明
屋
敷
が
、
六
年
た
っ
て
も
家

屋
が
立
た
な
い
の
で
、
召
し
上
げ
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
家
屋
の
地
子
を
滞
納
な
ど
し
た
さ
い
に
は
「
屋
敷
」
を
召
し
上
げ
ら
れ
、
誰
に

与
え
ら
れ
で
も
異
存
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
第
二
条
は
す
で
に
家
屋
が
立
っ
て
い
る
と
み
て
も
良
い
が
、
こ
の
地
代
の
納
入
を
謹
一
再
一

約
し
、
滞
納
し
た
さ
い
に
は
屋
敷
を
召
し
上
げ
ら
れ
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。
第
二
条
は
当
然
と
し
て
、
第
一
条
の
よ
う
に
町
割
り
が

な
さ
れ
た
の
ち
、
空
地
と
な
っ
て
い
る
さ
い
に
は
、
召
し
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
大
坂
に
は
当
時
、

か
な
り
明
地
が
あ
り
、



そ
の
す
べ
て
が
召
し
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
ん
ら
か
の
事
情
が
あ
る
さ
い
に
は
、
召
し
上
げ
ら
れ
で
も
、

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

異
存
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
他
に
は
知
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
都
市
建
設
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
原
則
と

そ
れ
は
ま
た
都
市
に
お
い
て
は
町
人
が
土
地
の
み
を
所
持
す
る
の
を
好
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
書
き
す

近世都市における家屋と土地

る。 る
の
は
明
地
の
取
扱
で
あ
る
。
寛
永
十
四
年
霜
月
十
二
日
の
奉
行
鈴
木
三
郎
九
郎
の
年
貢
割
付
状
（
一
五
二
号
）
は
、
次
の
よ
う
で
あ

一
高
三
石
六
斗
一
二
升
七
合

大
坂
町
屋
敷
之
内
明
地
三
つ
寺
分
丑
年
御
年
貢
事

大
坂
町
明
地
見
取
分

此
取
壱
石
四
斗
五
升

一
高
四
石
弐
斗
壱
升
弐
合

此
取
壱
石
入
斗
九
升

四
つ
取

大
坂
町
明
地
分

右
之
通
、
当
年
貢
極
月
十
五
日
以
前
ニ
急
度
可
皆
済
者
也

四
つ
五
分

寛
永
十
四
年

丑
霜
月
十
二
日

鈴
木
一
一
一
郎
九
郎
（
印
）

三
つ
寺

左
兵
衛

7 

こ
れ
に
よ
れ
ば
寛
永
十
四
年
に
は
大
坂
の
町
屋
敷
と
な
っ
て
い
る
三
津
寺
に
、
七
石
八
斗
五
升
九
合
の
明
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
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る
o

見
取
分
と
そ
う
で
は
な
い
分
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
明
地
を
確
認
し
、
町
奉
行
は
地
代
で
は
な

く
、
町
か
ら
年
貢
を
上
納
さ
せ
て
、
年
寄
左
兵
衛
に
請
取
を
だ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
確
に
町
屋
敷
の
な
か
で
町
屋
と
な
っ
て
い
る
土

地
と
明
地
を
区
別
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
町
屋
敷
は
こ
の
段
階
で
は
地
子
免
除
に
な
っ
て
い
る
が
、
明
地
に
つ
い

て
は
年
貢
を
取
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
地
は
先
の
四
郎
兵
衛
の
よ
う
に
所
持
し
て
い
る
人
物
が
い
て
、
そ
れ
な
り
に
差
配
な
ど
を

お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
年
貢
を
納
め
る
に
は
、
貸
付
な
ど
で
う
ま
く
経
営
を
お
こ
な
わ
な
い
限
り
、
滞
納
の
恐
れ
も
で
て
く

る
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
開
発
を
お
こ
な
っ
た
前
期
の
有
力
町
人
の
場
合
に
も
、
こ
の
よ
う
な
明
屋
敷
が
か
な
り
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
た
か
検
討
し
て
お
こ
う
。

道
頓
揺
を
開
削
し
た
安
井
お

r、
元
和
元
年
九
月
十
九
日
、
安
井
九
兵
衛
・
平
野
藤
次
郎
両
名
は
山
田
重
次
他
三
名
の
連
署
書
状

つ
ぎ
の
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

（
二
二
号
）

に
よ
っ
て
、

南
堀
河
之
内
、
先
年
寄
如
有
来
両
人
ニ
申
付
侯
条
、
早
々
家
を
立
さ
せ
可
申
候

南
堀
河
は
道
頓
堀
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
開
発
の
の
ち
安
井
・
平
野
の
両
名
に
特
別
の
由
緒
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も

「
早
々
家
を
立
」
て
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
安
井
家
は
多
く
の
明
屋
敷
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
後
に
は
問
題
と
成
つ

て
い
る
。
延
宝
五
年
三
六
七
七
）
閏
一
ニ
月
の
安
井
九
兵
衛
・
平
野
次
郎
兵
衛
連
署
由
緒
書
上
（
八
号
）
で
は
「
北
側
者
不
残
町
屋
ニ

罷
成
候
、
南
側
西
ノ
方
ニ
而
表
口
六
百
間
ほ
と
裏
行
弐
拾
間
程
、
子
今
明
屋
敷
－
一
而
我
々
共
両
人
所
持
仕
侯
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
両

家
は
明
屋
敷
を
所
持
し
て
い
た
。



安
井
九
兵
衛
は
、
道
頓
堀
の
他
に
も
、
玉
造
之
内
森
町
な
ど
に
四
万
三
千
坪
の
明
屋
敷
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
寛
文
十
年
（
一

六
七

O
）
十
一
月
の
由
緒
室
田
上
（
七
号
）
に
よ
れ
ば
「
平
野
藤
次
儀
者
御
代
官
被
為
仰
付
候
、
九
兵
衛
儀
者
大
坂
町
之
内
明
地
共
御
座

候
を
望
申
候
得
者
、
下
総
守
様
茂
御
念
比
－
一
一
被
思
召
候
而
：
：
：
被
下
、
近
年
迄
所
持
仕
候
御
室
」
と
述
べ
て
い
る
。
下
総
守
つ
ま
り
大

坂
の
陣
後
、
元
和
五
年
ま
で
大
坂
城
主
で
あ
っ
た
松
平
忠
明
か
ら
下
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
点
で
は
、
す
で
に
そ
の
一

部
は
「
保
科
弾
正
様
御
家
来
衆
御
屋
敷
」

「
米
津
出
羽
守
様
御
下
屋
敷
」
や
塩
硝
場
に
な
っ
て
お
り
、
幕
府
に
収
公
さ
れ
て
い
た
し
、

近世都市における家屋と土地

ま
た
町
屋
と
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
先
に
元
和
六
年
に
始
ま
る
大
坂
城
普
請
の
さ
い
に
は
、
こ
の
土
地
に
前
田
家
の
石
材
を
置
い

た
よ
う
に
、
半
ば
公
用
に
使
用
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
収
公
に
あ
た
っ
て
は
、
保
証
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
前
田
家
の
石
材
を
置
い
た
土
地
に
つ
い
て
も
、
年
銀
一
五
貫
目
余
を
貰
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
御
用
で
あ
る
た
め
か
、
幕
府
か
ら

は
地
代
を
取
ら
な
い
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
二

O
一号）。

こ
の
よ
う
に
安
井
家
が
所
持
し
て
い
た
明
屋
敷
は
公
用
の
性
格
が
強

か
っ
た
。

寛
文
六
年
十
月
の
書
上
（
一
一
九
号
）
で
は
、
道
頓
堀
南
側
で
「
十
六
七
年
以
前
西
之
端
ニ
家
を
立
申
度
旨
御
訴
訟
申
上
候
へ
者
、

丹
波
守
様
・
隼
人
正
様
被
仰
付
侯
者
、
家
遠
き
所
川
は
た
明
屋
敷
者
御
公
儀
御
用
之
御
材
木
な
ど
被
召
置
候
－
一
入
申
事
も
可
有
之
候
問
、

西
之
方
者
不
罷
成
旨
被
成
御
意
候
、
其
時
分
者
東
之
方
者
家
立
候
而
も
借
り
手
も
無
之
様
ニ
相
見
へ
申
故
、
御
訴
訟
不
仕
罷
在
候
、
只

今
者
何
方
も
繁
昌
仕
候
問
、
境
よ
り
東
之
方
御
用
地
一
一
成
不
申
候
所
弐
百
五
拾
間
程
に
家
立
申
度
奉
存
候
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
に
対
し
て
町
奉
行
彦
坂
重
治
は
「
只
今
者
新
屋
敷
無
用
之
由
、
江
戸
ぷ
被
仰
付
候
閑
」
と
こ
の
訴
訟
を
却
下
し
て
い
る
。
そ
の
後

は
町
奉
行
の
許
可
を
得
て
、
材
木
置
場
に
貸
付
け
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
明
地
も
禁
中
様
御
作
事
の
材
木
置
場
に
し
て
い
る
と
す
る
。

9 

お
そ
ら
く
幕
府
は
安
井
家
に
管
理
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
必
要
が
あ
れ
ば
、
直
ち
に
収
公
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
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な
明
屋
敷
は
「
町
近
ク
川
は
た
明
屋
敷
、
我
等
共
所
持
侯
よ
り
外
無
御
慶
侯
」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
中
之
島
な
ど
に
は
多
く
の
開
発
請
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
問
問
屋
敷
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

寛
文
五
年
の
戎
嶋
町
中
訴
状
案
（
安
井
家
文
書
二

O
七
号
〉

に
よ
れ
ば
、
こ
こ
は
一
五
和
四
年
に
松
平
忠
明
よ
り
六
二

O
間
・
コ
一

O
間

の
土
地
を
与
え
ら
れ
て
、
尼
崎
雇
道
益
・
ま
ず
や
次
兵
衛
が
町
立
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
四
三
二
間
余
は
町
家
が
立
っ
て
い
る

ヵ：

一
八
七
間
余
は
小
浜
民
部
の
船
蔵
用
に
召
し
上
げ
ら
れ
、
替
地
を
二
ニ

O
間
余
貰
っ
た
と
し
て
い
る
。
少
し
下
っ
た
時
期
に
は
、

替
地
を
渡
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
安
井
家
の
収
公
の
さ
い
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い

は
請
地
の
性
格
が
異
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

安
井
家
・
平
野
家
の
場
合
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）

に
道
頓
堀
川
筋
南
側
下
明
屋
敷
コ
一
七
石
六
斗
九
升
を
「
御
用
地
ニ
上
り
町

屋
敷
ニ
成
、
其
為
代
地
」
、
下
福
島
村
一
二
石
三
斗
四
升
四
合
、
野
田
村
四
石
九
斗
三
升
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
安
治
川
筋
の

材
木
置
場
と
し
て
両
者
の
詰
所
に
な
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
替
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
大
坂
で
は
前
期
に
は
明
屋
敷
の
収
公
が
な
さ
れ
て
い
て
、
都
市
繁
栄
策
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
安
井
家

や
平
野
家
の
よ
う
な
御
用
町
人
に
、

一
定
の
地
域
を
開
発
さ
せ
る
な
か
で
明
屋
敷
を
所
持
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が

幕
府
と
結
び
つ
い
た
町
人
で
あ
り
、
公
用
空
地
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

一
七
世
紀
後
半
と
も
な
れ
ば
、
初
期
の
政
策
は
変
更

さ
れ
、
現
在
で
は
新
屋
敷
は
不
要
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
都
市
が
発
展
を
し
て
い
る
時
期
に
は
、
も
は
や
初
期

の
よ
う
な
家
の
建
設
を
い
そ
が
せ
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
土
地
の
収
公
に
あ
た
っ
て
も
、
替
地
が
与
え
ら
れ
た
の
は

土
地
管
理
の
性
格
に
も
よ
ろ
う
が
、
家
屋
敷
の
権
利
が
強
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

い
っ
こ
の
よ
う
な
転
換
が
お
こ
な
わ
れ
た

の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
寛
、
氷
一
八
年
に
は
明
屋
敷
の
収
公
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

お
そ
ら
く
翌
年
の
大
飢
謹
を
契
機
と
す
る
政
策



転
換
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、

一
七
世
紀
後
半
を
か
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
幕
府
は
明
地
・
問
問
屋
敷
と
町
屋
が
あ
る
土
地
と
の
区
別
を
明
確
に
し
て
い
た
。
そ
れ
は
先
の
三
津
寺
町
の
例
で
も
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
寛
永
十
四
年
の
明
地
に
つ
い
て
は
、
ニ
筆
で
高
三
石
六
斗
三
升
七
合
の
四
割
で
一
石
田
斗
五
升
、
高
四
石
二
斗
一
升
二

合
の
四
割
五
分
で
一
石
八
斗
九
升
と
年
貢
を
納
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
地
は
石
高
で
表
示
さ
れ
て
お
り
、
年
貢
を
払
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
町
屋
と
な
れ
ば
、
間
口
・
裏
行
を
記
し
地
子
を
払
う
の
で
あ
る
が
、
大
坂
で
は
免
除
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
明
地
は
農
地

近世都市における家屋と土地

並
の
年
貢
を
払
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
安
井
家
で
は
、
明
屋
敷
に
つ
い
て
は
松
平
忠
明
時
代
は
地
子
免
除
と
な
っ
て
い
た
が
、
幕
領
に
な
っ
て
年
貢
を
支
払
う
と
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
寛
文
五
年
「
道
頓
堀
南
側
団
地
年
貢
帳
覚
帳
井
家
裏
年
貢
堀
米
帳
」
（
一
七
七
号
）
に
は
、
前
者
が
三
町
七
反
七
畝

余
で
安
井
・
平
野
両
家
で
共
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
年
貢
銀
三
貫
四
二
七
匁
五
厘
を
収
納
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
反
に
つ
き
九

O
匁
と

計
算
で
あ
っ
た
。
元
禄
ゴ
一
年
十
月
の
書
上
写
（
一
五
七
号
〉
で
は
、
道
頓
堀
南
側
明
屋
敷
畑
三
町
七
反
壱
畝
コ
一
歩
、
三
二
石
七
斗
七
升

六
合
を
平
野
家
と
共
有
し
、
玉
造
森
町
所
々
明
屋
敷
を
七
反
二
畝
・
五
石
七
斗
六
升
を
支
配
し
て
い
た
が
、
そ
の
斗
代
は
上
・
中
・
下

の
斗
代
で
計
算
し
て
い
る
。

つ
い
で
正
徳
三
年
（
一
七
二
二
〉

に
は
、
安
治
川
裏
で
の
共
有
地
や
玉
造
森
町
で
の
請
所
と
な
っ
て
い
て
、

明
屋
敷
と
は
い
っ
て
い
な
い
が
、
三
町
四
反
壱
敵
三
歩
・
二
二
石
四
斗
六
升
八
合
と
な
り
、

一
斗
三
升
四
合
を
堤
敷
で
の
ぞ
い
た
土
地

に
つ
い
て
は
、
高
六
つ
七
分
の
定
免
、
一
二
分
の
一
銀
納
値
段
で
銀
納
し
て
い
る
。
家
屋
敷
は
地
子
免
除
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
水
帳
が

つ
く
ら
れ
て
、
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
が
、
明
屋
敷
は
年
貢
を
納
め
た
の
で
あ
っ
た
。

11 
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家
屋
所
持

家
屋
所
持
が
町
人
の
資
格
の
ひ
と
つ
で
あ
る
た
め
、
家
屋
購
入
に
あ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。

京
都
の
場
合
は
、
町
内
が
そ
れ
を
管
理
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
強
バ
ル
初
期
の
大
坂
で
は
、
家
屋
購
入
の

管
理
は
大
坂
町
奉
行
が
関
与
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
大
坂
三
郷
町
中
御
取
立
承
伝
習
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。

大
工
町
三
丁
目
見
屋
長
兵
衛
家
屋
敷
之
事
、
表
三
間
旦
美
江
九
間
之
所
、
年
寄
中
以
宰
判
永
代
買
取
由
、
心
得
候
者
也

元
和
六
年

十
月
廿
六
日

鴫
清
左
御
判

久
忠
左
御
判

ぬ
し
ゃ
喜
兵
衛

元
和
五
年
（
一
六
一
八
三
松
平
忠
明
が
大
和
郡
山
に
転
封
さ
れ
た
の
ち
、
大
坂
は
幕
府
直
轄
領
と
な
っ
た
が
、
そ
の
さ
い
町
奉
行

で
あ
る
嶋
田
清
左
衛
門
直
時
・
久
只
忠
左
衛
門
正
俊
が
、
町
屋
敷
の
売
買
に
つ
い
て
関
与
し
た
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
工
町
三
丁
目

の
見
屋
長
兵
衛
か
ら
ぬ
し
ゃ
喜
兵
衛
が
家
屋
敷
を
購
入
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
「
年
寄
中
」
が
「
宰
判
」

L
、
そ
れ
を
雨
奉
行

が
「
心
得
」
た
こ
と
、

つ
ま
り
承
知
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
か
は
、

「
承
伝
記
」
に
つ
ぎ
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
町
人
家
屋
敷
売
渡
候
節
ハ
、
町
年
寄
よ
り
惣
年
寄
へ
相
伺
、
惣
年
寄
よ
り

御
奉
行
所
へ
御
断
被
申
上
、
帳
切
銀
弐
十
分
一
上
納
之
上
、
従
両
御
奉
行
様
御
許
容
之
御
印
附
之
御
註
文
惣
年
寄
へ
被
下
、
被
相
渡
侯
」



と
記
し
て
い
る
。
年
寄
の
宰
判
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
最
終
的
に
は
町
年
寄
↓
惣
年
寄
↓
町
奉
行
へ
と
上
申
し
、
そ
の
認
可
の
証
文
が
あ

っ
て
、
売
買
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
町
奉
行
が
家
屋
敷
の
売
買
を
最
終
的
に
管
理
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

段
階
で
は
、
家
屋
購
入
の
帳
切
銀
と
し
て
二
十
分
の
一
銀
を
奉
行
所
へ
上
納
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。

ま
た
元
和
九
年
十
二
月
九
日
付
で
、
本
町
弐
丁
目
北
輪
長
演
屋
妙
善
家
屋
敷
を
購
入
し
た
奈
良
屋
紅
意
宛
に
町
奉
行
か
ら
の
認
可
状

が
だ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
『
大
阪
市
史
』
で
は
「
帳
切
銀
請
取
謹
文
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
誤
解
さ
れ
て
い
る
場
合
も
見
う
け

近世都市における家屋と土地

る
が
、
文
面
は
先
の
大
工
町
の
ぬ
し
ゃ
の
例
と
同
じ
で
あ
り
、
帳
切
銀
の
銀
額
も
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
売
買
認
可
状
と
い

う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

つ
ま
り
家
屋
売
買
は
奉
行
所
も
関
与
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
松
平
忠
明
時
代
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
元
和
二
年
九
月
廿
日
の
「
請
取
帳
切
銀
子
之
事
」
に
は
、
久
太
郎

町
弐
丁
目
北
側
伝
次
郎
後
家
屋
敷
が
銀
四
五
匁
で
九
郎
右
衛
門
に
売
ら
れ
て
、
そ
の
四

O
分
の
一
の
帳
切
銀
一
匁
一
分
五
座
の
受
取
状

が
、
九
郎
右
衛
門
宛
に
松
平
家
奉
行
三
名
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
に
も
本
町
弐
丁
目
の
中
田
弥
四
郎
家
屋
敷
が
油
や
仁
右
衛
門
へ

売
ら
れ
て
、
ゴ
一
五
匁
の
帳
切
銀
の
受
取
状
が
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
松
平
家
時
代
に
も
、
家
屋
敷
売
買
に
は
奉
行
の
許
可
が
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
帳
切
銀
の
受
取
が
文
書

と
な
っ
て
、
奉
行
の
認
可
状
は
残
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
幕
府
は
家
屋
敷
売
買
そ
の
も
の
の
許
可
を
行
っ
て
い
る
が
、
逆
に

帳
切
銀
請
取
状
は
残
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
単
な
る
文
書
の
残
り
方
の
相
違
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
幕
府
は
家
屋
所
持
の
状
況
を

把
握
す
る
こ
と
に
重
点
を
移
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
近
世
初
期
の
大
坂
に
お
い
て
、
家
屋
敷
売
買
が
町
年
寄
ら
の
承
認
と
と
も
に
、
領
主
側
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
た
こ

13 

と
を
示
し
て
い
る
。
帳
切
銀
が
奉
行
所
に
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
家
屋
敷
の
帳
簿
は
奉
行
所
に
も
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
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で
あ
ろ
う
。

こ
の
状
況
に
変
化
が
起
こ
る
の
は
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
の
将
軍
家
光
の
入
坂
で
あ
る
。
こ
の
と
き
彼
は
大
坂
町
人
に
地
子

免
除
を
お
こ
な
い
、
銭
を
下
賜
し
た
が
、
ま
た
こ
の
と
き
帳
切
銀
の
上
納
を
免
除
し
て
、
町
内
へ
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
家
屋

の
売
買
・
移
動
に
つ
い
て
の
管
理
は
、
町
内
が
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
か
つ
て
の
四

O
分
の
一
の
帳
切
銀
は
二
十
分
の
一
銀
と
二

倍
と
な
り
、
さ
ら
に
帳
切
り
な
ど
の
実
施
も
町
内
が
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

も
っ
と
も
寛
永
十
七
年
五
月
の
両
奉
行
の
町
触
に
は
、

「
家
の
売
買
、
其
町
之
年
寄
・
五
人
組
ニ
相
理
り
売
買
仕
へ

L
、
縦
売
券
有

之
共
、
町
中
へ
於
無
断
者
裁
許
有
間
敷
事
」
と
あ
り
、
町
内
の
承
認
で
売
買
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
で
町
奉
行
の
「
裁
許
」
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
o

ま
た
漬
務
で
家
屋
敷
を
債
権
者
に
渡
し
た
時
、
債
権
者
が
複
数
の
場
合
は
「
公
犠
上
り
家
ニ
可
成
之
間
」
、

欠
落
な
ど
し
な
い
で
、
債
権
者
と
相
対
に
話
を
つ
け
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
が
、
初
期
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

近
世
初
期
に
お
い
て
も
、
家
屋
と
そ
の
所
持
権
は
強
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
非
常
の
さ
い
に
は
移
転
を
強
制
さ
れ
た
し
、
明
地
の
管

理
も
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
寛
永
十
一
年
以
降
、
町
内
に
帳
切
り
を
任
せ
る
な
ど
し
た
の
は
、
領
主
側
と
し
て
直
接
管
理
を
お

こ
な
う
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
家
屋
の
所
持
権
を
認
め
る
方
向
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

そ
れ
を
一
店
す
の
は
家
質
の
動
向
で
あ
る
。
近
世
町
人
の
金
融
に
お
け
る
担
保
物
件
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
地
位
を
召
め
た
の

は
、
家
屋
で
あ
っ
た
。
家
屋
所
持
は
領
主
ま
た
は
町
内
に
お
い
て
管
理
さ
れ
て
お
り
、
水
帳
に
記
載
が
あ
っ
て
、
確
実
な
担
保
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
金
融
の
さ
い
に
は
、
家
質
が
よ
く
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
大
坂
に
お
け
る
う
ち
こ
わ
し
の
な
か
で
、
も
っ
と
も

激
し
い
も
の
に
な
っ
た
の
は
、
家
質
奥
印
差
配
所
設
置
反
対
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
家
質
の
実

態
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
も
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。



家
質
が
中
世
で
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
は
知
ら
な
い
が
、
近
世
に
入
っ
て
、
豊
一
臣
政
権
の
下
で
、
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
〉

三
月
、
天
満
本
願
寺
寺
内
町
の
町
奉
行
に
あ
っ
た
下
問
頼
廉
・
仲
康
は
一
二
か
条
の
「
当
寺
法
度
」
を
作
成
し
て
い
る
が
、
こ
の
第
六

条
に
、

一
家
の
う
り
か
い
家
し
ち
等
事
、
両
人
に
不
申
、
わ
た
く
し
に
て
仕
に
お
ゐ
て
は
正
義
た
る
ま
し
き
事

近世都市における家屋と土地

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
家
の
売
買
の
み
で
は
な
く
、
質
入
れ
に
つ
い
て
も
奉
行
が
管
理
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
寺

内
町
で
は
家
屋
の
所
持
権
が
あ
る
程
度
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
寺
内
町
も
京
都
六
条
へ
の
移
転
を
命
ぜ

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
豊
一
臣
政
権
期
に
は
ま
だ
状
況
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
す
で
に
家
質
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

つ
い
で
京
都
下
本
能
寺
前
町
の
元
和
六
年
九
月
「
定
町
中
之
法
度
」
に
は

っ
た
。

家
や
し
き
を
し
ち
物
に
て
銀
子
借
用
有
度
候
は
、
老
十
人
組
談
合
被
申
候
て
、

か
り
可
被
申
侯
事

と
あ
る
。
こ
れ
は
家
質
が
普
及
し
て
い
る
た
め
、
京
都
で
は
町
内
が
こ
れ
を
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
大
坂
で
も
、
先
の
天
満
本

願
寺
寺
内
町
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
早
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
こ
の
よ
う
な
奉
行
や
町
内
に
よ
る
規
制
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
史
料
と
し
て
存
在
す
る
の
は
、
承
応
コ
一
年
（
一
六
五
一
ニ
）
十
月
十
一
日
、
平
野
屋
二
郎
兵
衛
が
三
津

寺
町
六
右
衛
門
宛
家
質
銀
子
請
取
書
で
あ
る
。

15 

書
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一
三
寺
町
六
右
殿
ユ
慶
安
四
年
極
月
十
九
日
ニ
い
ゑ
し
ち
取
銀
子
百
五
十
め
か
し
申
ヲ
、
午
ノ
十
月
十
一
日
ニ
請
取
す
ミ
申
候
、

か
さ
ね
て
出
入
不
御
座
候
、
為
其
一
筆
如
件

承
応
三
年

平
の
や

午
十
月
十
一
日

二
郎
兵
衛

一一一寺町六
右
衛
門
殿

平
野
屋
次
郎
兵
衛
は
安
井
家
と
と
も
に
道
頓
堀
を
開
発
し
た
家
で
あ
る
が
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
「
い
ゑ
し
ち
取
」
す
な
わ

ち
家
質
で
銀
百
五
十
匁
を
貸
し
て
お
り
、
承
応
一
一
一
年
（
一
六
五
四
）
十
月
十
一
日
に
返
済
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
約
二
年
十
か

月
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
家
質
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
六
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
十
一
月

の
「
夜
念
仏
御
法
度
帳
」

〈
四
八
号
）

に
「
彦
兵
衛
か
し
ゃ
」
に
六
右
衛
門
と
六
右
衛
門
か
L
が
見
え
る
が
、
家
質
に
入
れ
る
位
で
あ

る
か
ら
、
結
局
は
家
を
う
っ
て
借
家
に
入
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
家
質
を
利
用
し
た
の
は
幕
府
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
幕
府
は
豪
商
と
の
関
係
に
お
い
て
家
質
を
徴
収
し
て
い
る
。

三
井
家
に
お
い
て
も
残
っ
て
い
る
が
、
大
坂
で
は
泉
屋
住
友
ら
に
家
質
を
と
っ
て
い
た
。

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
八
月
、
泉
屋
は
足
尾
銅
を
長
崎
で
中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
人
に
売
渡
し
た
代
金
を
為
替
に
組
ん
で
、
江
戸
へ
送

っ
た
が
、
そ
の
さ
い
銅
代
金
の
納
入
の
保
証
と
し
て
、
家
質
を
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
足
尾
銅
は
梓
銅
二
一
万
五
五
五

O
貫
目

で
、
そ
の
元
値
段
は
一
三
貫
五

O
O目
が
金
一
両
で
あ
っ
た
か
ら
九
三

O
O両
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
万
両
で
売
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ



に
対
し
て
、
大
坂
の
泉
屋
士
日
左
衛
門
・
大
坂
屋
久
左
衛
門
か
ら
家
質
一
万
一

0
0
0両
を
だ
し
た
の
で
あ
っ

た
（
表

E
）
。
こ
れ
は
、
「
家
質
壱
割
増
之
積
り
差
上
ケ
」
と
あ
る
よ
う
に
一
割
増
で
計
算
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
幕
府
も
家
質
を
重
要
な
担
保
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
家
屋
所
持
の
安
定
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。
後
代
の
も
の
で
あ
る
が
、

「
一
二
郷
惣
年
寄
由
緒
書
井
勤
書
」
に
は
、
幕
府
の
為
替
・
普
請
・
廻
米

廻
船
・
国
役
方
掛
屋
の
請
負
の
引
当
に
家
質
を
差
し
入
れ
た
さ
い
に
は
、
惣
年
寄
が
証
文
な
ど
を
改
め
る
こ

近世都市における家屋と土地

と
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
役
所
よ
り
の
拝
借
銀
に
つ
い
て
は
、
家
質
証
文
の
改
め
と
利
息
銀
の
取
立
を
お
こ

な
う
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
一
般
の
家
質
に
お
い
て
も
町
年
寄
の
承
認
が
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

お

わ

り

泉屋，大坂屋の家質表E

江戸京都大坂

700荷1100 7000 

2200 

屋

大坂屋

泉

近
世
前
期
の
大
坂
を
中
心
に
、
家
屋
と
土
地
の
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
近
世
都
市
の
原
則
に
か

か
わ
る
状
況
が
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
近
世
権
力
は
都
市
建
設
に
あ
た
っ
て
、
土
地
利
用
を
盗
意
的
に
お
こ
な
っ
て
、

ま
の
所
持
は
好
ま
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
屋
敷
所
持
者
か
ら
土
地
を
取
り
上
げ
る
こ
と
す
ら
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

都
市
町
人
の
移
動
や
農
地
の
取
上
げ
な
ど
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
都
市
繁
栄
を
は
か
る
た
め
、
家
屋
建
設
を
進
め
る
た
め
、
明
地
の
ま

一
部
の
御
用
町

人
に
対
し
て
は
、
町
の
建
設
を
進
め
る
た
め
に
、
こ
れ
は
後
に
請
地
と
よ
ば
れ
た
り
す
る
土
地
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
は
町
屋

に
扱
い
、
年
貢
を
取
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
都
市
繁
栄
策
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

敷
と
は
異
な
り
、
明
地
と
し
て
把
握
し
、
年
貢
を
納
め
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
明
地
は
大
坂
町
屋
敷
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
農
地
並
み

こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
初
期
に
は
幕
府
ま
た
は
領
主
が
直
接
に
管
理
す
る
こ
と
で
実
現
し
た
が
、
次
第
に
変
化
を
始
め
て
く
る
。
家

17 
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屋
の
管
理
を
町
で
お
こ
な
わ
せ
た
こ
と
は
、
町
共
同
体
に
一
層
委
任
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
、
地
子
銀
免
除
や
帳
切
銀
を
町
に

与
え
た
こ
と
と
い
い
、
都
市
へ
の
支
配
の
転
換
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
家
屋
・
屋
敷
の
収
公
も
な
く
、
御
用
町
人
の
管
理
地
を
収

公
し
た
さ
い
も
、
替
地
を
与
え
て
い
る
。
明
地
か
ら
年
貢
を
取
る
こ
と
は
後
代
ま
で
見
ら
れ
る
が
、
家
屋
所
持
権
は
安
定
し
、
他
な
ら

ぬ
幕
府
が
御
用
の
際
の
保
証
と
し
て
家
質
を
と
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

注
（

1
）
 

（

2
）
 

ハ
3
）

（

4
〉

〈

5
）

（

6
〉

早
く
、
中
部
よ
し
子
「
近
世
初
期
の
都
市
検
地
と
町
民
支
配
」
『
歴
史
学
研
究
』
三
五
八
号
な
ど
が
あ
り
、
近
年
で
は
、
内
田
九
州
男
「
大

坂
三
郷
の
成
立
」
『
大
阪
の
歴
史
』
七
号
、
「
近
世
初
期
の
町
と
町
人
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一

O
九
号
、
「
都
市
建
設
と
町
の
開
発
」
『
日
本

都
市
史
入
門
E
町
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
O
年
な
ど
多
く
の
論
文
、
伊
藤
毅
『
近
世
大
坂
成
立
史
論
』
生
活
史
料
研
究
所
、
一
九

七
八
年
、
が
あ
る
。
と
く
に
『
御
津
八
幡
宮
・
三
津
家
文
書
ハ
上
）
（
下
）
』
田
中
豊
解
説
、
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
八
六
年
、
が
刊
行

さ
れ
、
初
期
の
文
書
に
つ
い
て
は
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。
本
論
も
こ
の
恩
恵
に
浴
し
た
が
、
文
書
の
後
の
括
弧
内
は
、
こ
の
文
書
番
号
で

あ
る
。

町
編
入
は
、
元
和
六
年
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
文
書
で
四
O
年
前
と
か
三
九
年
前
と
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ふ
し
ミ
川
は
長
堀
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
毅
前
掲
書
二
人
三
ペ
ー
ジ
。

向
臼
市
・
実
家
文
書
。

『
大
山
崎
町
史
』
編
集
の
さ
い
に
は
見
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
所
在
不
明
の
た
め
、
原
文
を
紹
介
で
き
な
い
。

『
安
井
家
文
書
』
大
阪
市
史
史
料
第
二
十
輯
、
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
人
七
年
。
安
井
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
以
下
問
書
に
よ
る
。
番

号
は
同
書
の
整
理
番
号
に
よ
る
。

延
宝
五
年
書
上
「
只
今
道
頓
堀
南
側
明
屋
敷
－
一
家
を
立
候
へ
者
、
九
兵
衛
・
次
郎
兵
衛
勝
手
ニ
能
御
座
侯
故
、
曽
我
丹
波
守
様
・
松
平
隼

人
正
様
方
時
分
御
訴
訟
申
上
候
へ
者
、
町
近
ク
川
は
た
明
屋
敷
、
我
等
共
所
持
候
ぷ
外
無
御
座
候
ニ
付
、
先
其
通
－
一
仕
置
候
様
ニ
と
被
成

御
意
候
」

（

7
）
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（

8
〉

（

9
）
 

ハ

m〉

（

U
〉

（

M
M
〉

（日〉

た
と
え
ば
安
国
良
一
「
近
世
京
都
の
町
と
家
屋
敷
所
持
」

旧
『
大
阪
市
史
』
第
五

向
上
、
写
真
版
、
演
和
助
文
書
。

同
上

三
津
家
文
書
四
四
号

石
井
良
助
「
家
質
の
研
究
」
『
園
家
皐
曾
雑
誌
』
七
三
巻
三
号
、
一
九
五
九
年
二
月
。

筆
者
「
洪
庵
の
適
塾
購
入
に
つ
い
て
」
『
適
塾
』
二
四
号
、
一
九
九
一
年
。
蘭
学
者
緒
方
洪
庵
が
遥
塾
を
購
入
し
た
さ
い
、
家
質
に
よ
っ

て
費
用
を
調
達
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
家
質
の
内
容
を
示
す
史
料
と
し
て
紹
介
し
た
。

本
願
寺
文
書
。
千
葉
乗
降
「
近
世
本
願
寺
寺
内
町
の
構
造
」
『
鰹
谷
史
寝
』
五
五
号
、

『
京
都
の
歴
史
』

「
年
々
帳
無
番
」
一
四
『
住
友
史
料
叢
書
』
今
井
典
子
編
集
、
住
友
修
史
室
、

『
日
本
史
研
究
』
二
八
三
号
、

一
九
八
六
年
三
月
。

（

M
〉

（
町
山
）

（
日
間
〉

一
九
六
五
年
。

一
九
八
五
年
。

（
文
学
部
教
授
〉


